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伊賀市災害対策本部配備基準 

 

１ 準備体制 

 風水害等対策時 震災対策時 

配備基準 

① 市内に次の注意報のいずれかが発表

され、市長（本部長・水防管理者）が当

該配備を必要と認めたとき。 

ア 強風（風雪）注意報 

イ 大雨注意報 

ウ 大雪注意報 

エ 洪水注意報 

② 警報が発令されていないが、市内が台

風の進路にあたるとき。 

③ その他異常な自然現象又は人為的原

因による災害で、市長（本部長・水防管

理者）が当該配備を必要と認めたとき。 

 

① 市内で震度４以上の地震が発生し、市

長（本部長）が必要と認めたとき。 

② 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が

発表され、市長（本部長）が必要と認め

たとき。 

配備内容 

○ 防災総括部総括班及び災害対策関係

課の職員が災害に関する情報連絡を円

滑に行える配備とし、警戒体制に入れる

体制 

○ 市長（本部長・水防管理者）は、状況

により配備の要否を決定するとともに、

事態に即応させるため配備内容を変更

することができる。 

○ 配備要員の執務待機場所は、全員各職

場とする。 

 

○ 防災総括部総括班及び災害対策関係

課の職員が災害に関する情報連絡を円

滑に行える配備とし、警戒体制に入れる

体制 

○ 市長（本部長・水防管理者）は、状況

により配備の要否を決定するとともに、

事態に即応させるため配備内容を変更

することができる。 

○ 配備要員の執務待機場所は、全員各職

場とする。 
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２ 警戒体制（風水害等対策時（警戒体制配備１・警戒体制配備２－１、２－２）） 

 風水害等対策時 震災対策時 

配備基準 

① 市内に次の気象警報のいずれかが発

表されたとき。 

ア 暴風、暴風雪警報 

イ 大雨（雪）警報 

ウ 洪水警報 

② その他異常な自然現象又は人為的原

因による災害が発生又は予想されると

きで市長（本部長・水防管理者）が必要

と認めたとき。 

 

① 市内で震度５弱以上の地震が発生し

たとき。 

② 県内（伊賀市を除く）及び隣接市村に

震度５強以上の地震があり、甚大な被害

が発生又は予想されるとき。 

③ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注

意）が発表されたとき。 

配備内容 

○ 相当の被害が発生することが予想さ

れ、又は発生したときで応急対策を迅速

かつ正確に行える配備とし、速やかに、

非常体制に入れる体制 

○ 市長（本部長・水防管理者）は、事態

に即応させるため配備内容を変更する

ことができる。 

○ 配備要員の執務待機場所は、全員各職

場とする。（配備要員以外については勤

務時間外の場合には自宅において待機

する。） 

 

○ 相当の被害が発生することが予想さ

れ、又は発生したときで応急対策を迅速

かつ正確に行える配備とし、速やかに、

非常体制に入れる体制 

○ 市長（本部長）は、事態に即応させる

ため配備内容を変更することができる。 

○ 配備要員の執務待機場所は、全員各職

場とする。（配備要員以外については勤

務時間外の場合には自宅において待機

する。） 
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３ 非常体制 

 風水害等対策時 震災対策時 

配備基準 

① 市内に次の特別警報のいずれかが発

表され、市長（本部長・水防管理者）が

当該配備を必要と認めたとき。 

ア 暴風特別警報 

イ 大雨特別警報 

ウ 暴風雪特別警報 

エ 大雪特別警報 

② 市内全域にわたって甚大な風水害、そ

の他異常な自然現象又は人為的原因に

よる災害が発生又は予想されるときで、

市長（本部長・水防管理者）が必要と認

めたとき。 

 

① 市内で震度５強以上の地震が発生し

たとき。 

② 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）が発表されたとき。 

配備内容 

○ 市内に甚大な被害が発生する恐れが

あり、又は発生した場合で、市の総力を

あげて応急対策活動にあたり得る体制 

○ 市内に甚大な被害が発生する恐れが

あり、又は発生した場合で、市の総力を

あげて応急対策活動にあたり得る体制 

○ 配備要員の執務待機場所は、全員各職

場とする。ただし、執務待機場所に登庁

できない場合は、自宅近隣の市関係庁舎

へ登庁する。 

 

 


